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事項 計画の概要 推進状況

第7章　 地球社会との調和
第1節　 調和ある対外経済関

係の構築

1．国際的に調和のとれた対 （3）内需主導型成長の定着

内外価格差の是正

O　 「経済審議会経常収支構造検討委員会」報告 （5．10．1）
日本の経常収支と輸入を巡る諸問貞酎こついて、日本の国益と生活者利益の
観点を意識的に取り上げて検討し、貯蓄 ・投資の行われる国内条件の改善
や輸入障壁の除去等提青。

0　 4年度総合経済対策の実施
外均衡の達成

2．制度、仕組みの国際的鯛

0　 5年度新組合経済対策の実施
0　 5年度緊急経済対策の実施
0　 5年度総合経済対策の実施
○　 対外経済改革要綱の実施

○　 内外価格差調査の充実、実施 （対外経済改革要綱）

（1）基準・認証制度や独占禁止法の適用除 O　 「刑事罰の強化に関する独占禁止法」改正 （5．1．15施行）了
和の推進 外制度等自らの制度・仕組みを国際ル

ールに照らして常に見直す‘

行政手続の法制化、運用基準の明確化

・公表等を瑳める．

（2）GATTウルグアイ・ラウンドの成功裡の
終結

（3）アジア・太平洋経済協力 （A P E C ）

（第5章第3節参照）

〇、個別法律に基づく適用除外カルテル等制度を原則廃止する観点からの見
直し （5年度緊急経済対策及び今後における行政改革推進方策について）
（第5章第3節（4）参照）

○行政手続法の成立

O GATTウルグアイ・，ラウンド閣僚レベル貿易交渉委貞金で合意

○　 常設事務局の設置、A P E C ファンドへの拠出 （5年 1月）
の積極的な推進 アジア太平洋経済協力拠出金　 36万ドル
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壷彿 計画の概要 推進状況

3 ．国際経済交流の促進∴ （1）輸入の促進‘

◎　 「アジア ・太平洋地域における標準化の推進に関する調査研究会」の
開催 （4 年10月～）
アジア ・太平洋地域において、電気通信ネ ットワークの健全な構築を支援
することを目的 として、国際標準の活用の妨げとなっている問遵点の分析
及び解決策の検討を行う。
平成 4 年度予算　　　 10百万円
平成 5 年度予算　　　 10百万円
平成 8 年度予算　　　 10百万円

◎　 「アジア ・太平洋地域における衛星通信 システム構築に関する調査研究
金」の開催
アジア ・太平洋地域の発展途上国における衛星通信ネットワークを構築す
るために必要なネットワークの設計手法の確立及び技術移転を図ることを
目的として、電波伝搬特性の調査及び運用 ・実証実験を共同で行う。
平成 4 年度予算　　　 611百万円
平成 5 年度予算　　　　 86百万円
平成 6 年度予算　　　 86百万円

●　 日本で第 7 回A P E C 閣僚会議の開催 （7 年予定）

0　 5年度緊急経済対策による輸入促進諸施策の実施
・日本輸出入銀行の製品輸入金融の拡充及び低利融資の延長。
・日本開発銀行に輸入促進基盤強化融資制度の創設。
・総合輸入促進センタ・－の創設等 J E T R O の輸入促進機能の強化。
・日本輸出入銀行の製品輸入金融の拡充による住宅輸入の促進。
・自動車関連部品類、粗糖をはじめとする関税の見直 し。

0　 5年度総合経済対策による輸入促進諸施策の実施
・外貿ター ミナル等の整備の推進、総合保税地域制度の活用。
・輸入住宅の常設展示場の確保の推進。
・総合輸入促進センターの創設等 J E T R O の輸入促進機能の強化。
・国民金融公庫、中小企業金融公庫等の輸入品販売円滑化貸付の金利の引
下げ。
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事項 計画の概要 推進状況

市場開放問題苦情処理推進本部 （O T
0 ）の機能の一層の強化‾

輸入協議会の活動強化

輸入促進地域の整備

0　 5年度対外経済改革要綱による輸入促進諸施策の実施
・輸入 ・投資の促進に資する規制緩和の方策の取りまとめ。
・「1994年度輸入拡大行動計画」の実施。

○　 外貿ターミナル等の整備の推進 （第11章第 1節1：（2）参照）

O　 「O T O 諮問会議報告書」の取 りまとめ （5．4．12）

0　 0 T O 本部における 「基準 ・認証制度等に係る市場開放間藤への対応」
の決定 （5．5．27）

0　 0 T O 本部から、O T O 諮問会議に対し 「市場アカセスの一層の改善を
図るための今後の苦情処理体制のあり方」について諮問 （5．10．5）

′′0　 0 T O 諮問会議における 「今後の苦情処理体制のあり方にらいての意見
」（5．12．24）

O　 「市場開放問題苦情処理体制の整備について」の閣議決定等によるO T
0 の機能強化 帆2．1）

O　 「市場開放問題苦情処理推進会議報告書」の取りまとめ（6．5．13）

○　 市場開放問題苦情処理対策本部における 「基準 ・認証制度等に係る市場
開放問題についての対応 （6．6．24）

○　 輸入協議会の開催 （第3回4．7．15、第 4回5．2．17、第 5回5．9．17）
・輸入協議会特別会合の開催（4．4．23、5．25、5．4．27、5．27、6．15、11．9

6．3．17 ）。
・輸入協議会の民間側委員からの意見を第15回貿易会議 （5．10．7）に報告

0　 輸入の促進及び対内投資事業の円滑化に関する臨時措置法を制定。 （4．
7．16施行）

◎　 平成 4年度に6地域、5年度に6地域について同法に基づく地域輸入促
進計画を承認。今後同法に基づく地域輸入促進計画を承認予定 （毎年5～
6地域程度）。
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事項 計画の概要 推逸状況

総合保税地域制度の活用

輸入関係諸手続きの迅速化

金融、税制面での支援策の活用

政府調達における外国製品購入の促進

○　 総合保税地域の許可の弾力化
市場アクセスの改善 ・手続きの簡素化として、5年度緊急経済対策に盛 り
込んだ。

○　 平成6年 3月24日に最初の総合保税地域としてアジア太平洋 トレードセ
ンクーに対し許可を行った。

○　 通関情報総合判定システムの拡大
3年10月から審査 ・検査に必要な各種情報を蓄積して、検査対象貨物の通
正な絞り込みに活用するシステムを導入し．、順次対象地域を拡大。

○　 輸入手続関連省庁 （大蔵省、農水省、厚生省）間連絡ネットワークの整・
．傭 （．4年7月）
食品検疫、動植物検疫を所管する検疫所等から当該許可 ・承認等を行った
旨の連絡をファックス等により税関官署に連絡できる体制を構築し実施。

○　 航空貨物、海上貨物の電算化対象地域の拡大 （4年10月）、システムの
グレードアップ （5年2月）の実施。

○　 簡易税率制度を導入 （5年4月より）
国際郵便物や小口急送貨物等の小口貨物に原則5税率区分を導入。

0 ．小口急送貨物等に係る税関執務時間外の臨時開庁手数料の見直し
輸入者の負担を軽減すべく、近年におけるこれら貨物の通関処理の迅速化
の進展に応じ、徴収単位である標準申告件数の見直しを実施 （6年 1月）

0

○　 製品輸入促進税制の拡充 （5年度税制改正）
通用要件の緩和等を行った上、通用期間を2年延長。

O　 「政府調達に関するアクション・プログラム」の策定 ・実施。

O　 「物品に係る政府調達手続きについて （運用指針）」の策定 ・実施。

○　 政碍調達審査委貞会の発足等苦情処理体制手続きの整備。

肇
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事項 計画の概要 ・・． 推進状況

ヽ
第 2節　 受容力の高い社会の

（2）対日直接投資ゐ促進

（3）海外直接投資の促進

（1）相互理解の促進

○　 総合評価落札方式の活用等落札方式の改善。 （以上対外経済改革要綱）

◎卦禁忌謡莞試警官欝 誓 鮎監 酢豊熟 幣を
・同法により認定を受けた特定対内投資事業者の設立から3年以内におけ
る事業年度の欠損金の繰延期間の延長 （療則5年→7年 ：6年度改正で
10年）

・・特定対内投資事業用資産の割増償却 （5年間20％）

○　 日本開発銀行の対日投資促進融資制度の拡充 （融資比率40→50％）

O 「1994年度対内疲資促進行動計画」の実施。 （対外経済改革要綱）

○　 対日投資会議の発足。 （対外経済改革要綱）

′．
○　 貿易保険制度の拡充 （貿易保険法の－部改正　 5．8．1 施行）

（第 8章第 3節2．（1）参照）

O　 「出入国管理基本計画」の策定（4．5．30 法務省公表）
構築

1．人と文化の交流の促進

外国人の入国及び在留の管理に関する施策の基本となるべき計画として、
出入国管理基本計画を策定。特に①円滑な人的交流の促進を図るための方
策、②外国人労働者の受入れの問題への対応、③研修目的の外国人の受入
れのあり方、④不法就労外国人間癌への対応、の4事項に重点を置いて基
本方針等を提示。

○　 生涯学習審議会 「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策につ
いて」答申（4．7．29）
（第 4章第 2節 1．（1）参照）

◎　 小 ・中学校における新学習指導要領の実施（4年度－）
基本方針の一つとして、国際理解の推進を重視し、各教科、道徳、特別活
動において配慮した、新学習指導要領の実施。

●



●

I

トJ

Cn
卜J

l

．リ．二三

事 項 計 画 の 概 要 推 進 状 況

（2 ）国 際 交 流 ・ 協 力 の 促 進

○　 外 国 青 年 招 致 事 業 （J E T プ ロ グ ラ ム ） の 拡 充 （ 4 、 5 年 度 ）
我 が 国 の 外 国 語 教 育 の 充 実 及 び 地 域 レ ベ ル で の 国 際 交 流 の 推 進 を 図 る J E
T プ ロ グ ラ ム に つ い て 、 ① 外 国 青 年 の 招 致 対 象 国 の 拡 大 （ 4 年 度 、 5 年 度
と も l か 国 増 ） 、 ② 外 国 語 指 導 助 手 に 対 す る 研 修 の 拡 大 （ 4 年 度 4 0 9 人 増
、 5 年 度 4 0 0 人 増 ） 、 ③ 招 致 人 貞 の 増 員 （4 年 度 4 5 1 人 増 、 5 年 度 4 6 0 人
増 ） を 実 施 。

◎　 日 本 語 教 育 振 興 協 会 の 充 実 （4 年 度 － ）
日 本 語 教 育 施 設 の 質 的 向 上 に 資 す る た め ㈲ 日 本 語 教 育 振 興 協 会 の 行 う 、 日
本 語 教 育 指 導 方 法 向 上 ・ 施 設 管 理 運 営 研 究 協 議 会 の 充 実 （ 4 年 度 、 年 3 回
→ 年 6 回 ） 、 就 学 生 生 活 指 導 ・ 進 路 指 導 体 制 の 整 備 事 業 の 新 設 （ 5 年 度 、
1 0 百 万 円 ） 、 初 歩 日 本 語 自 学 自 習 プ ロ グ ラ ム の 作 成 や 海 外 の 就 学 希 望 者 等
に 対 す る 広 報 用 ビ デ オ の 作 成 等 就 学 生 の 円 滑 な 受 入 れ の 促 進 （ 6 年 度　 新
規 、 1 1 百 万 円 ） を 補 助 す る 。

〇　 日 欧 文 化 交 流 強 化 事 業 の 創 設 （5 年 度 ）
国 際 交 流 基 金 事 業 と し て 5 年 度 か ら 欧 州 （含 む 旧 ソ 連 、 東 欧 ） と の 文 化 交
流 の 強 化 を 図 る た め 、 知 的 交 流 事 業 、 民 主 化 ・ 開 放 化 支 援 交 流 事 業 、 革 の
根 交 流 事 業 等 を 実 施 。
平 成 5 年 度 予 算　　　 1 2 0 0 百 万 円

0 　 2 1 世 鰍 こ 向 け て の 留 学 生 政 策 に 関 す る 調 査 研 究 協 力 者 会 議 （文 部 大 臣 の
懇 談 会 ） 「2 1 世 紀 を 展 望 し た 留 学 生 政 策 の 総 合 的 推 進 に つ い て 」 報 告
（4 ．7 ．1 7 ）
留 学 生 受 入 れ の 質 的 充 実 に 特 に 重 点 を 置 い て 必 要 な 施 策 を 講 じ て い く べ き
で あ る 旨 提 言 。

○　 留 学 生 交 流 を 主 た る 目 的 と す る 公 益 法 人 の 特 定 公 益 増 進 法 人 へ の 追 加
（4 －5 年 度 ）
4 年 度 税 制 改 正 に お い て 、 留 学 生 交 流 を 主 た る 目 的 と す る 公 益 法 人 が 、 税
制 上 の 優 遇 措 置 を 受 け ら れ る よ う 、 特 定 公 益 増 進 法 人 に 追 加 。 さ ら に 、 5
年 度 税 制 改 正 に お い て 、 上 記 公 益 法 人 に 対 し て 相 続 財 産 を 贈 与 し た 場 合 の
相 続 税 に 係 る 非 課 税 措 置 が 講 ぜ ら れ る こ と と な っ た 。

鮎脇ぬ録幽遠恋恕敵組料血品
泥溺裾茄謬別戯艦蟻願茄池瀾満龍
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事項 計画の概要 推進状況

0　 地域国際化協会の特定公益法人への追加 （4年度）
4年度税制改正において、都道府県、政令指定都市区域における国際交流
の中心的な役割を果たしている公益法人であ，る地域国際化協会が税制上の
優遇措置を受けられるよう、特定公益増進法人に追加。

○　 留学生民間宿舎保証人支援事業め創設（5年度）
外国人留学生の民間宿舎への円滑な入居を保証する留学生民間宿舎保証人
支援事業を創設。

◎　 留学生の受入れ体制の整備充実（6年度）
①国費留学生受入れの計画的整備 （新規採用 250人増）、②短期交換留学
制度の創設 （対象者数 100人）、③私費留学生に対する援助措置の充実 （
学習奨励費対象者数 600人増）、④国立大学等の留学生宿舎の整備（288戸
）等を実施。

○　 大学審議会観職運営部仝 「組織運営部会における審議の概要 （その1）
教員の人事の活性化について－教員採用を中心に－」報告（5．5．20）
（第10章第．2節（3）参照）

○　 生涯学習審議会 「今後の社会の動向に対応した生涯学習の振興方策につ
いて」答申（4．7．29）
（第4章第2節 1．（1）参照）

○　 地域伝統芸能等を活用した行事の実施による観光及び特定地域商工業の
振興に関する法律の制定（4．9．25 施行）
地域の伝統的な芸能及び風俗慣習を活用した‘行事によって観光及び地域商
工業の振興を図ることを目的とする。

◎　 世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約の締結（4．6．30）
同条約に基づく「世界遺産一覧表」への記載候補物件として、4年度に文
化遺産・自然遺産をそれぞれ2件、5年度に文化遺産を1件、6年度は6
月現在l件推薦。 （4年度の推薦物件は平成5年度に ，「世界遺産一覧表」
への記載が決定。）

● ●
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事項 計画の概要 推進状況

2．労働力の国際化への対応

（1）外国人労働者の受入れについて

（2）不法就労対策

0 °第7次雇用対策基本計画の策定 （4．7．10閣議決定）
（第9章第2節 1．参照）

○　 中央職業安定審議会 「今後の外国人雇用対策の方向について」建議 （5．
1．14）
中央職業安定審議会が、今後、外国人労働者の雇用状況の把握、個々の事
業所における外国人労働者の雇用管理の改善の促進等の外国人雇用対策を
推進することが必要である旨建議。

0　 外国人労働者の雇用 ・労働条件に関する指針の策定 （5．5．26）
外国人労働者の雇用管理の改善及び適正な労働条件の確保を推進するため
、外国人を雇用する事業主が考慮すべき事項をとりまとめた。

○　 外国人雇用状況報告制度の創設（5年度）
外国人労働者の受入れ体制の整備の観点から、毎年 6月 1 日現在の外国人
労働者の雇用状況を公共職業安定所に報告する 「外国人雇用状況報告制度
」を創設。

●　 「技能」等の在留資格に関する審査基準省令の改正 （6．4．7 施行）
「技能」等の就労目的の在留資格に関する審査基準省令の一部について、

入管法体系の中での整理その他の調整を実施。

○　 外国人労働者問逓関係省庁連絡会議に不法滞在者問題分科会を設置 （4．
9．11）
不法滞在者の実態把膣をするとと．もに、外国人労働者の出入国管理 ・在留
管理、犯罪対策等について検討するため設置、5年 1月に報告書を公表。

0　 不法就労等外国人労働者問題地方協議会の設置 （4．5）
関係行政機関との連携を強化するため、警察庁、法務省、労働省の地方機
・関による協議会を全国 8 ブロックにおいて設置。

lO　 外国人知働者問踵啓発月間の設定（5年度）
政府全体として平成 5年度から毎年6月を 「外国人労働者問廊啓発月間」
とし、外国人労働者の適正な濯入れ、不法就労の防止等来日外国人の不法
就労対策に関し、集中的な啓発指導を実施。


